
日向市実行委員会

第２回輸送交通専門委員会

日時 令和８年１月９日（金）14 時

会場 日向市中央公民館 第４研修室



日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 第２回輸送交通専門委員会

次 第

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 事務局紹介

４ 議 事

(１)報告事項

・報告第１号 輸送交通専門委員会委員の変更等 …………………Ｐ 1

・報告第２号 本大会及び競技別リハーサル大会の日程 …………………Ｐ 2

・報告第３号 先催県の視察概要 …………………Ｐ 3

(２)審議事項

・議案第１号 日向市輸送交通業務実施要項（案） …………………Ｐ13

・議案第２号 日向市リハーサル大会輸送計画（案） …………………Ｐ17

・議案第３号 日向市消防防災・警備業務実施要項（案）…………………Ｐ19

・議案第４号 日向市リハーサル大会消防防災・警備計画（案）…………Ｐ22

５ その他

６ 閉 会



日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会

輸送交通専門委員会委員の変更等

（１）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会会則第13条に基づき、輸送交通専

門委員会の委員を変更しましたので報告します。

（順不同・敬称略）

所属団体等 新任者 前任者

宮崎県日向土木事務所 用地課長 永友 倫彦 渡邉 寿茂

日向警察署 交通課長 西尾 拓也 石川 喜裕

日向市総務部防災推進課 課長 片江 豊春 木田 和美

日向市消防本部警防課 課長 是澤 喜文 高森 正吉
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競技 種別 参加数 競技日程 備考

［デモスポ］
サーフィン

【予定】
スペシャルクラス
オープンクラス
ビギナークラス
レディースクラス

【予定】
100名程度

令和9年4月18日（日）【１日間】
サーフィン教室も実施予定

バレーボール
（ビーチバレーボール）

少年男子
少年女子

男女各24チーム 令和9年9月9日（木）～12日（日）【４日間】

ソフトボール
少年男子
少年女子

男女各13チーム 令和9年9月27日（月）～29日（水）【３日間】
［練習会場］
大王谷運動公園野球場、富島高校、日向工業高校、
東郷グランド、富島中学校、財光寺中学校

バスケットボール
少年男子
少年女子

男女各24チーム
令和9年10月1日（金）～5日（火）【５日間】
※日向市総合体育館（少年女子）は10月3日～5日のみ実施
※宮崎県立日向高等学校体育館（少年女子）は10月1日～2日のみ実施

［練習会場］
日向中学校、大王谷学園、東郷学園、平岩小中学校、
財光寺南小学校、日知屋東小学校

軟式野球 成年男子 全32チーム
令和9年10月2日（土）～5日（火）【４日間】
※10月3日は日向市での開催なし

［練習会場］
大王谷運動公園野球場

［障スポ］
ブラインドベースボール

身体 全7チーム
【予定】
令和9年10月23日（土）～24日（日）【２日間】

令和8年3月頃に正式決定

競技（種別） 競技会場 参加数 競技日程 備考

バレーボール
（ビーチバレーボール）

お倉ケ浜海岸特設会場
【予定】
男女各24チーム

【予定】
令和8年6月27日（土）～28日（日）

令和8年2月頃に正式承認

ソフトボール お倉ケ浜総合公園野球場 全32チーム
令和8年9月12日（土）～14日（月）【予備日：9月15日（火）】
※9月14日は宮崎市のみで実施

［練習会場］
お倉ケ浜総合公園運動広場

軟式野球 お倉ケ浜総合公園野球場 全27チーム
令和8年10月31日（土）～11月2日（月）【予備日：11月3日（火）】
※11月2日は延岡市のみで実施

［練習会場］
大王谷運動公園野球場

バスケットボール
日向市総合体育館
宮崎県立日向高等学校体育館

男女各24チーム
令和9年2月19日（金）～21日（日）
※2月21日は日向市総合体育館のみで実施

ブラインドベースボール
（身体）

お倉ケ浜総合公園運動広場
【予定】
全6チーム

令和9年6月12日（土）～13日（日）

本大会及び競技別リハーサル大会の日程

（１）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ
≪日程順≫

競技会場

お倉ケ浜海水浴場

お倉ケ浜海岸特設会場

お倉ケ浜総合公園野球場（少年男子）
お倉ケ浜総合公園運動広場（少年男・女）
お倉ケ浜総合公園第２多目的広場（少年女子）

日向市総合体育館（少年男・女）
宮崎県立日向高等学校体育館（少年女子）
※少年女子は美郷町と共催

お倉ケ浜総合公園野球場
※延岡市、門川町、西都市、高鍋町及び川南町と共催

お倉ケ浜総合公園運動広場

（２）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 競技別リハーサル大会
≪日程順≫

大会名

【予定】
第12回 全九州ビーチバレーボールジュニア選手権（岩崎杯）大会

皇后杯 第78回全日本総合女子ソフトボール選手権大会
※宮崎市及び延岡市と共催

第30回 西日本軟式野球選手権大会
※延岡市、門川町、西都市、高鍋町及び川南町と共催

第57回 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会
※都城市で男子、日向市及び美郷町で女子を共催

令和9年度 全国障害者スポーツ大会 九州ブロック予選会
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輸送交通(シャトルバス・学校観戦用バス)　

【守山市】
駅前シャトルバス乗降所

【守山市】
会場⇔駅シャトルバス乗り場案内

【栗東市】
乗降所看板 時刻表２次元コード

【守山市】
会場内シャトルバス乗り場

【草津市】
シャトルバス運行表

【栗東市】
HP　会場へのアクセスの案内

4



輸送交通(シャトルバス・学校観戦用バス)　

【草津市】
輸送交通本部

【草津市】
学校観戦運行表

【近江八幡市】
バス待合所

【草津市】
会場内シャトルバス乗り場

【東近江市】
学校観戦用貸切バス

【長浜市】
学校観戦用貸切バス
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【大津市】
シャトルバス乗り場

【大津市】
路線バス時刻表

輸送交通(シャトルバス・学校観戦用バス)　
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【東近江市】
一般駐車場

【甲賀市】
駐車場の表示看板

輸送交通(駐車場)　

【甲賀市】
駐車場の表示看板

【東近江市】
委託業者

【東近江市】
駐車許可証

【大津市】
会場駐車場入口
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輸送交通(駐車場)　

【大津市】
駐車場係員

【草津市】
輸送係員控所

【草津市】
輸送係員控所

【高島市】
選手バス乗降所

【長浜市】
関係者駐車場

【大津市】
駐車場の案内表示看板
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警備・消防(消防)　

【草津市】
消防査察スケジュール

【草津市】
消防と会場スタッフ打合せの様子

【草津市】
消防警備本部

【草津市】
会場内巡回の様子

【草津市】
会場内巡回の様子

【大津市】
会場内巡回の様子。
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警備・消防(警備)

【大津市】
駐車場入り口の警備員

【東近江市】
駐車場内の警備員

【大津市】
駐車場内の警備員

【守山市】
駐車場入り口の警備員

【草津市】
ADコントロールの様子

【守山市】
ADコントロールの様子
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警備・消防(お成り時の警備)

【草津市】
御観覧席周囲の警備の様子

【草津市】
滋賀県警による観客席の警戒の
様子（白ベスト着用）

【草津市】
一般観覧者入り口の手荷物検査
の様子

【草津市】
高円宮殿下御着直前の受付周辺
の警備の様子

滋賀県警による

【草津市】
一般観覧者入り口の手荷物検査
（荷物預かり）の様子

【草津市】
一般観覧者向け、お成り時のお願
い
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警備・消防(お成り時の警備)

【草津市】
特別警戒中の表示看板

【草津市】
関係者入り口の手荷物検査の様
子

【草津市】
高円宮殿下御着直前のおもてな
しエリア警戒の様子

【草津市】
おもてなしエリア閉鎖の様子
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市輸送交通業務実施要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日向市輸送交通基本計画」に基づき、「日本のひなた宮崎国スポ・障

スポ」（以下「大会」という。）における輸送交通業務の実施について万全を期するた

め、必要な事項を定める。

２ 実施方法

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

は、宮崎県が設置する日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委

員会」という。）と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関、関係団体等の協力を得

て輸送交通業務を実施する。

３ 輸送交通業務の一般的事項

（１）輸送対象者

輸送の対象者は本市で開催する競技会に参加する次の者とする。

① 選手・監督

② 競技役員、競技補助員

③ 競技会役員、競技会係員、競技会補助員

④ 報道員、視察員

⑤ 一般観覧者

⑥ 上記の他、実行委員会が必要と認めた者

（２）輸送交通業務の実施期間

輸送交通業務の実施期間は原則として、公式練習日を含む各競技会の会期中とす

る。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

（３）輸送交通業務の範囲

① 輸送交通業務の範囲は、競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎、主要な駅

および指定駐車場、その他大会関連諸行事の会場（以下「競技会場等」という。）

の相互間とする。

② 輸送については、原則として既存の公共交通機関を利用することとし、公共

交通機関による輸送が困難な場合及び競技会の運営に著しく支障が生じる場

合は、計画輸送を行う。

③ 計画輸送は、原則として当該輸送交通業務の範囲が近距離（概ね２キロメー

13

6687
テキストボックス

議案第１号




トル未満をいう。）の場合は行わない。

４ 輸送交通業務の内容

（１）輸送業務の内容

① 輸送計画の策定

関係機関等の協力を得て、輸送対象者、発着場所、発着時刻等を内容とする

輸送計画を策定する。

② 指定集合地の設定

輸送の効率化を図るため、必要に応じて、関係機関、関係団体等と協議の上、

指定集合地を設定する。

③ 輸送経路の設定

参加人数、時間帯等を考慮し、関係機関、関係団体等と協議の上、輸送経路

を設定する。

④ 輸送案内

必要に応じて主要な駅等に案内所を設置し、競技会場等への誘導案内を行う。

⑤ 広域配宿における輸送

広域配宿によって本市以外に所在する旅館等を宿舎として利用する選手・監

督、競技役員等の輸送を実施する。

⑥ 同一競技が２市町以上で行われる場合の輸送

同一競技が本市と本市以外の会場地で行われる場合、関係会場地市町実行委

員会と協議の上、必要に応じて輸送を実施する。

⑦ 一般観覧者の輸送

一般観覧者の安全、円滑かつ効率的な輸送を行うため、関係機関等の協力を

得て必要な措置を講じる。

⑧ バス・タクシー乗降所の設置及び係員の配置

輸送対象者の利便と安全を図るため、競技会場等内のバス・タクシーの発着

場所に乗降場を設置し、必要に応じて係員を配置する。

⑨ 全国輸送との連携

ア 指定下車駅等の設定

県実行委員会と協議の上、選手・監督、競技役員等の下車駅等を、宿泊地

の最寄りの駅等から１箇所以上設定する。

イ 指定下車駅等からの輸送

指定下車駅等と宿舎の相互間の輸送については、原則として公共交通機関

等を利用した自主移動とする。ただし、移動距離及び道路交通事情を勘案し、

必要に応じて輸送を実施する。
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（２）輸送力の確保

① 臨時バスの運行等

必要と認められる場合には、関係機関、関係団体等に対して、臨時バスの運

行、バス路線の変更及び停留所の臨時設置等を要請するとともに、必要な措置

を講じる。

② 車両の確保

計画輸送に使用する車両については、借上バス・タクシー等により行い、必

要台数を確保する。

③ 予備車の確保

輸送交通業務の実施期間中、予備車を準備して緊急時に備える。

（３）交通業務の内容

① 交通規制

競技会の円滑な運営に万全を期するため、所轄警察署等の協力を得て、必要

に応じて競技会場周辺等における交通規制措置を講じる。

② 案内・誘導

輸送対象者を安全で正確かつ迅速に目的地に誘導するために、必要に応じて、

主要道路、競技会場等及びその周辺、駐車場等に案内・誘導看板等を設置する。

③ 交通整理

輸送対象者の通行の安全及び競技会場等周辺の混雑防止のため、必要な個所

に係員を配置し、交通の整理誘導を実施する。

④ 路上駐車の防止

交通渋滞や交通事故発生の要因となる路上駐車を防止するため、所轄警察署

の協力を得て、必要に応じて競技会場周辺等の巡回を行う。

⑤ 指定駐車場の確保及び開設

輸送対象者が利用する車両台数を勘案し、指定駐車場の確保に努める。

⑥ 指定駐車場の管理及び運営

指定駐車場に係員を配置し、車両の適切な誘導を行い、事故防止に努める。

⑦ 駐車許可証の交付

利用者を限定する必要がある特定の指定駐車場の利用者に対して、事前に駐

車場許可証を交付し、許可車両であることを確認することにより、適切な車

両誘導及び駐車場の円滑な管理運営を図る。

⑧ 交通環境整備

輸送交通業務の実施期間中における環境負荷の軽減及び交通混雑の緩和の

ため、輸送対象者に対して公共交通機関の利用促進及び自家用車での来場自

粛を働きかける。

また、市民等に対しても、渋滞の原因となる路上駐車の防止及び自家用車利
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用の自粛等の啓発を行う。

⑨ 道路機能の保全

大会関係車両の通行が予想される道路の破損個所の補修など必要な保全対策

及び輸送交通業務の実施期間中に交通渋滞が予想される道路や競技会場等周

辺の道路工事の計画的な実施について、道路管理者へ協力を求める。

５ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における輸送交通業務の実施については、

必要に応じてこの要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、輸送交通業務の実施について必要な事項は別に

定める。
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日本のひなた宮崎国スポ

日向市リハーサル大会輸送計画（案）

１ 目的

日本のひなた宮崎国スポ日向市競技別リハーサル大会（以下「リハーサル大会」と

いう。）の開催に際し、輸送業務を円滑に行うため、「日向市輸送交通業務実施要項」

に基づき、必要な事項を定める。

２ 輸送計画の基本的な考え方

（１）計画輸送実施競技の選定方針

① 選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者並びに一般観覧者（以

下「大会参加者等」という。）の輸送は原則行わず、既存の公共交通機関等を利

用した自主移動とするが、競技の特殊性や競技会場の立地等を考慮し、必要に

応じて計画輸送を行う。

② 日本のひなた宮崎国スポに向けた検証が必要な競技については計画輸送を行

う。

（２）実施内容

計画輸送を実施する場合は、バス・タクシーを利用して、集合地、宿舎、競技

会場、駐車場の間を輸送する。

３ 競技会ごとの輸送計画

計画輸送を行うリハーサル大会ごとに、輸送対象者の輸送方法等について輸送計画

を作成する。

４ 駐車場

（１）大会参加者等の駐車場を確保する必要がある場合、基本的には競技会場内とす

るが、競技会場内に駐車可能なスペースが十分に確保できない場合等においては、

必要に応じて競技会場外に指定駐車場を確保する。

（２）駐車場については、大会参加者等（一般観覧者を除く。）を優先し、空きがある

場合は、一般観覧者用の駐車場を設ける。

（３）駐車場への誘導を円滑に行うため、必要に応じて大会参加者等（一般観覧者を

除く。）に対して事前に駐車許可証を交付する。

（４）大会参加者等が指定外の駐車場等へ駐車することがないように周知徹底を図る。
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５ 来会方法等の把握

リハーサル大会の前に、必要に応じて大会参加者等（一般観覧者を除く。）に対し来

会意向調査等を行い、来会時の交通手段や宿舎等の把握に努める。

６ その他

この計画に記載のない事項については、必要に応じて関係機関と協議し決定する。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市消防防災・警備業務実施要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日向市消防防災・警備基本計画」に基づき、「日本のひなた宮崎国ス

ポ・障スポ」（以下 「大会」という。）における消防防災・警備業務の実施について万

全を期するため、必要な事項を定める。

２ 実施期間

消防防災業務及び警備業務の実施期間は、大会準備期間中及び大会会期中とする。

３ 実施場所

消防防災業務及び警備業務の実施場所は、競技会場、練習会場、宿泊施設、沿道等

（以下「競技会場等」という。）とする。

４ 実施体制

（１）大会準備期間中

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

は、消防・警察その他関係機関（以下「関係機関等」という。）との連携を図りなが

ら、平常時の業務体制で行う。

（２）大会会期中

実施本部内に消防防災・警備業務担当を配置し、必要に応じて、競技会場等の消

防防災および警備業務を実施する。

５ 消防防災業務

（１）基本事項

① 消防法等関係法令を遵守し、特に競技会場等の消防防災に取り組む。

② 日向市地域防災計画及び各施設の消防計画に定められた事項を基本とする。

（２）実施内容

① 大会準備期間中

ア 競技会場等における消防防災体制の確立に関すること。

イ 競技会場等における消防防災設備、水利等の点検整備に関すること。

ウ 消防防災に必要な教育訓練の実施に関すること。

エ 防火防災意識の向上と啓発活動の推進に関すること。
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オ 競技会場等での避難訓練に関すること。

カ 競技会場等の実地踏査に関すること。

キ 関係機関等との通信連絡体制の確立に関すること。

ク その他必要な消防防災業務に関すること。

② 大会会期中

ア 競技会場等における火災等の予防、警戒及び鎮圧に関すること。

イ 競技会場等における救急救助に関すること。

ウ 競技会場等における避難経路の確保及び火災その他の災害発生時における

避難誘導に関すること。

エ その他必要な消防防災業務に関すること。

６ 警備業務

（１）基本事項

競技会場等の雑踏事故及びその他事件・事故の防止に取り組む。

（２）実施内容

① 大会準備期間中

ア 競技会場等における自主警備体制の確立に関すること。

イ 競技会場等の実地踏査に関すること。

ウ 関係機関等との通信連絡体制の確立に関すること。

エ 施設及び構造物の安全対策の推進に関すること。

オ 警備員の人員確保、事前教育及び訓練に関すること。

カ 関係機関等との連絡協力体制の確立に関すること。

キ その他必要な警備業務に関すること。

② 大会会期中

ア 競技会場等における雑踏事故及びその他事件・事故の防止に関すること

イ 通信手段の確保及び運用に関すること。

ウ 競技会場等における交通誘導警備に関すること。

エ 大会参加者等の競技会場等での誘導及び混雑防止の措置に関すること。

オ 競技会場等における避難通路の確保に関すること。

カ 入退場者管理に関すること。

キ 迷子及び遺失物への対応に関すること。

ク 不審者及び不審物の発見と適切な対応に関すること。

ケ 競技会場等への不法侵入予防、施錠確認等の管理に関すること。

コ 犯罪行為等、円滑な運営を妨害しようとする者への対応に関すること。

サ その他必要な警備業務に関すること。
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７ 大規模災害及び突発重大事案に係る対策

大規模災害及び突発重大事案に係る対策については、関係機関等と連携を図りなが

ら対応する。

８ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における消防防災・警備については、必

要に応じてこの要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、消防防災・警備業務の実施について必要な事項

は別に定める。
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日本のひなた宮崎国スポ

日向市リハーサル大会消防防災・警備計画（案）

１ 目的

日本のひなた宮崎国スポ日向市競技別リハーサル大会（以下「リハーサル大会」と

いう。）の開催に際し、消防防災・警備業務を円滑に行うため、「日向市消防防災・警

備業務実施要項」に基づき、必要な事項を定める。

２ 消防防災業務

（１）実施体制

リハーサル大会における消防防災業務は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日

向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）及び実施本部が主体となり実施す

るものとし、必要に応じて日向市消防本部へ協力を依頼する。

（２）実施期間

リハーサル大会の準備期間中及び大会開催中

（３）実施場所

リハーサル大会の競技会場、練習会場及び駐車場（以下「競技会場等」という。）

（４）消防防災実施業務

① 消防防災業務における関係機関との連絡調整

② 火災の警戒及び初期消火活動

③ 火災その他災害情報の収集、伝達及び通報

④ 競技会場の収容可能人数と収容人員の把握

⑤ 火災その他災害発生時における避難経路の確保及び避難誘導

⑥ 火災その他災害により負傷者が発生した場合の負傷者の救出・救助

⑦ 日向市消防本部からの指摘及び助言事項に対する改善措置

（５）日向市消防本部との連携

次のことについて、日向市消防本部に依頼する。

① 競技会場等における実地踏査及び消防防災設備等の点検

② 消防防災に必要な教育訓練の実施

③ 競技会場等の巡回警備及び巡回警備終了後の「消防巡回警備報告書」（様式第

１号）の提出

３ 警備業務

（１）実施体制

① 実施場所

原則として、競技会場等及び沿道とする。

② 実施期間

原則として、会場設営が完了した日から競技終了日までとする。ただし、仮設

物等の夜間警備が必要な競技については、競技終了の翌日までとする。

③ 実施時間

競技ごとに、別途定める。

（２）警備実施業務

① 交通誘導警備
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ア 競技会場駐車場における指定車両の識別（駐車許可証の確認）及び誘導

イ 競技会場周辺及び駐車場における車両・歩行者の整理並びに誘導

ウ 違法駐停車の防止及び排除

② 夜間警備

ア 仮設物、備品、会場装飾物等の火災及び盗難・損壊等の防止

イ 不審者及び不審物への警戒

ウ 事故発生時における関係機関への通報

③ 会場警備

ア 競技会場内における不審者及び不審物に対する警戒

イ 競技会場内における不審者及び不審物に対する認知又は発見時における関

係機関への通報と適切な初動措置

ウ 写真等撮影禁止区域内での撮影者への対応（撮影規制区域等における撮影

許可を受けていない者への対応を含む。）

エ 競技会場における選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他の関係者

並びに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の入退場管理

④ その他

ア 事故発生時、緊急時における実施本部への連絡

イ 大会参加者等の生命、身体及び財産を守るために必要な警備

ウ 警察・消防活動への協力

４ 大規模災害及び突発重大事案対応

大規模災害及び突発重大事案発生時には事案の概要、被害状況を把握するとともに

交通情報を収集する。また、関係機関と緊密な連携を取り、大会参加者等の安全確保

と避難誘導に努める。

５ その他

この計画に記載のない事項については、必要に応じて関係機関と協議し決定する。
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様式第１号

日本のひなた宮崎国スポ日向市競技別リハーサル大会 消防巡回警備報告書

※ 不備事項があれば×を記入する。

※ 不備事項で必要と思われるものについては、指摘事項欄に追記すること。

※ 指摘事項に挙げられた内容について、早急に改善し、改善状況欄に追記し消防本部へ報告すること。

巡回場所

巡回日時

令和 年 月 日（ ）

１ 時 分 ～ 時 分

２ 時 分 ～ 時 分

３ 時 分 ～ 時 分

巡回者

（所属・氏名）
所属 代表者氏名 他 名

チェック項目

【火気の管理】

□会場内・駐車場内での火気の管理状況（特に喫煙場所）

□喫煙場所以外の場所で喫煙されていないか

□喫煙場所の灰皿に水が入っているか

□屋台等が出ている場合、燃料携行缶等の管理が徹底されているか

□消防水利・消防用施設の前に障害物が置かれていないか（駐車されていないか）

□その他指摘事項

【避難対策】

□収容人員を超えていないか（本部で確認する）

□避難経路の掲示がされているか

□避難路に物等が置かれ障害となっていないか

□誘導灯はきちんと点灯しているか

□その他指摘事項

【その他】

□緊急車両の侵入経路が確保されているか

□通報及び事故発生時の通路系統が整えられているか（本部で確認）

□誘導員（警備員含む）が配置されているか

□その他指摘事項

指摘事項（上記のとおり巡回した結果、次について細部指摘する）

指摘事項に対する改善状況
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